
定期同額給与の３つの改定事由 

定期同額給与は、その支給時期が 1 か月

以下の一定の期間ごとである給与で、その

事業年度の各支給時期における支給額また

は支給額から源泉税等の額を控除した金額

が同額であるものをいいます。定期同額給

与の改定事由には、①通常改定 ②臨時改

定によるもののほか、③業績悪化による給

与改定があります。 

業績悪化改定事由とは 

市況の悪化や取引先の倒産等によって経

営状況が著しく悪化した場合、経営危機を

脱するため、含み益のある資産の売却や増

資、従業員賞与の一律カットなどが必要と

なる場合があります。そして銀行や取引先

からの信用維持をはかり、株主の支援を受

けるため、役員は経営者としての責任を取

り、役員給与の減額改定を行います。この

ようなやむを得ない事情による役員給与の

減額は、業績悪化改定事由に該当し、株主

総会で決議します。 

これに対し、利益調整をはかるための給

与改定は、定期同額給与と認められません。

一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値

に達しなかったことだけでは、減額改定し

た役員給与は損金になりません。 

 

減額した役員給与を元に戻す場合 

業績が改善して利益を計上できるように

なれば、減額していた役員給与を元に戻す

ことになります。定期同額給与となるため

の通常改定は、事業年度開始日から３か月

以内の定時株主総会で決議を行います。 

ただし、役員給与はその職務執行期間の

開始前に支給額を決めておく必要がありま

す。例えば、３月決算で毎月 25 日に役員給

与を支給する法人が、６月 30 日の定時株主

総会で４月分まで遡って増額改定を決議し、

７月の給与支給時に一括して増額分を支給

すると、４月、５月、６月の増額分は、定期

同額給与に該当せず、損金とはなりません。

増額改定は７月からとする必要があります。 

（例）６月30日開催の定時株主総会の決議

で役員給与を元に戻す場合 

改定時期 支給時期 増額分の

損金判定 

４月に遡

及して増

額改定 

４月～６月の増

額分を７月に一

括支給 

定期同額

給与に該

当しない 

７月より

増額改定 

７月分より増額

した給与を支給 

定期同額

給与に該

当する 

 

 

 

 

 
2025 年 11 月 25 日(火) 

小栗キャップの News Letter 
税理士法人ＳＴＲ 代表社員・税理士 小栗 悟 

名古屋本部 〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 17F 

      TEL：052-526-8858 FAX：052-526-8860 

岐阜本部  〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町 6-11-1 協和第二ビル 3・4 階 

      TEL：058-264-8858 FAX：058-264-8708 

Email: info@str-tax.jp  http://www.str-tax.jp 

業績悪化で減額した 

役員給与を元に戻す時期 

業績が回復し、役員給

与を元に戻したいと

きは改定時期に注意。 
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